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市役所への問合先

□ 本　　　庁 ☎24 － １１１１

□ 吉 田 支 所 ☎52 － １１１１

□ 三 間 支 所 ☎58 － ３３１１

□ 津 島 支 所 ☎32 － ２７２１

□ 宇和海支所 ☎62 － ０３１１

臓器提供意思表示欄付き保険証裏面見本

【
注
意
事
項
】

▽ 

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
の
記

入
の
有
無
に
よ
り
、
受
け
ら

れ
る
医
療
の
内
容
に
違
い
が

生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽ 

油
性
の
ペ
ン
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
記
載
内
容

を
隠
す
た
め
の
保
護
シ
ー
ル

が
必
要
な
人
は
、
保
険
健
康

課
保
険
業
務
係
ま
た
は
各
支

所
市
民
保
険
係
の
窓
口
へ
。

▽ 

記
入
後
、
内
容
を
変
更
し
た

い
と
き
は
二
重
線
を
引
く
な

ど
し
て
、
新
た
な
意
思
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
し
く
は
保
険
証
に
同
封
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

退
職
者
医
療
制
度

職
権
に
よ
る
切
替

　

国
保
一
般
に
加
入
し
て
い
る

人
が
、
平
成
27
年
３
月
31
日
㈫

以
前
に
退
職
被
保
険
者
・
被
扶

養
者
の
適
用
要
件
に
該
当
し
、

担
当
課
で
要
件
確
認
が
で
き
る

場
合
は
届
出
を
省
略
し
、
切
り

替
え
（
職
権
に
よ
る
適
用
）
を

し
て
、
退
職
被
保
険
者
証
（
薄

橙
色
）
を
郵
送
し
ま
す
。

※ 

切
り
替
え
に
必
要
な
情
報
確

認
の
た
め
、
問
い
合
わ
せ
を

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

退
職
被
保
険
者
の
適
用
を
受

け
た
人
の
保
険
料
や
負
担
割

合
は
国
保
一
般
被
保
険
者
と

同
じ
で
す
。

【
退
職
者
医
療
制
度
】

国
民
健
康
保
険
の
健
全
な
運
営

の
た
め
、
か
か
る
医
療
費
の
一

部
を
会
社
や
共
済
組
合
な
ど

（
被
用
者
保
険
）
か
ら
の
拠
出

金
で
ま
か
な
う
制
度
で
す
。

【
適
用
要
件
と
は
】

○
本
人

65
歳
未
満
で
厚
生
年
金
や
各
種

共
済
組
合
な
ど
か
ら
老
齢
（
退

職
）
年
金
を
受
給
し
て
い
て
、

そ
の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、

も
し
く
は
40
歳
以
降
に
10
年
以

上
あ
る
人

○
被
扶
養
者

退
職
者
本
人
の
直
系
尊
属
、
配

偶
者
、
３
親
等
以
内
の
親
族
、

ま
た
は
配
偶
者
の
父
母
と
子

で
、
年
間
収
入
１
３
０
万
円

（
障
害
者
や
60
歳
以
上
の
人
は

１
８
０
万
円
）
未
満
の
人

【

問

合

先

】

保

険

健

康

課

保

険

業

務

係

☎

内

線

２
１
３
４
・
２
１
８
０

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

　

臓
器
提
供
に
対
す
る
自
分
の

意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
保
険
証
の
裏
面
に

「
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
」
が

あ
り
ま
す
。
臓
器
提
供
意
思
表

示
欄
の
記
入
は
任
意
で
す
。

【
臓
器
移
植
と
は
】

臓
器
移
植
と
は
、
病
気
や
事
故

に
よ
っ
て
臓
器
が
機
能
し
な
く

な
っ
た
人
に
、
ほ
か
の
人
の
健

康
な
臓
器
を
移
植
し
て
機
能
を

回
復
さ
せ
る
医
療
で
す
。

該当年月日
交付年月日

退職保険証（薄橙色）見本

保
険
証
の
定
期
更
新
　

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
（
以
下
、
保
険

証
）
の
有
効
期
限
は
、
平
成
27

年
７
月
31
日
㈮
で
す
。
７
月
下

旬
に
新
し
い
保
険
証
（
一
般
＝

ク
リ
ー
ム
色
、退
職
＝
薄

う
す
だ
い
だ
い橙
色
）

を
普
通
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

簡
易
書
留
で
の
郵
送
や
窓
口

で
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、

７
月
10
日
㈮
ま
で
に
保
険
健
康

課
保
険
業
務
係
ま
た
は
各
支
所

市
民
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

一般保険証（クリーム色）見本

国
民
健
康
保
険 

保
健
証
の
定
期
更
新 

な
ど

国保国保
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保
険
料
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
27
年
度
の
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
保
険
料
は
、
１
人
ひ
と

り
に
等
し
く
か
か
る
「
均
等
割

額
」
と
、
前
年
の
所
得
に
応
じ

た
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
で
す
。

（
均
等
割
額
）
４
５
，２
３
１
円

（
所
得
割
額
）
基
礎
控
除
（
33
万

円
）
後
の
前
年
の
総
所
得
金
額

な
ど
の
９
・
05
％

▽ 

10
円
未
満
切
り
捨
て
、
限
度

額
は
57
万
円
で
す
。

▽ 

世
帯
の
所
得
に
よ
っ
て
、
均

等
割
額
の
一
部
が
軽
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

所
得
割
額
を
負
担
す
る
人
の

う
ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所

得
金
額
な
ど
が
58
万
円
以
下

の
人
は
、
所
得
割
額
が
５
割

軽
減
さ
れ
ま
す
。

▽ 

制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被

扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
所
得

割
額
の
負
担
は
な
く
、
均
等

割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

ＴＯＷＮ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
オ

リ
ー
ブ
色
）
の
有
効
期
限
は
、
平

成
27
年
７
月
31
日
㈮
ま
で
で
す
。

８
月
１
日
㈯
か
ら
は
、
新
し
い
保

険
証
（
薄
桃
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

【
対
　
象
】
▽
75
歳
以
上
の
人

ま
た
は
、
▽
65
歳
以
上
75
歳
未

満
の
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人

で
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
、
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
人

【
一
部
負
担
割
合
】
１
割
ま
た

は
３
割

※ 

平
成
26
年
中
の
所
得
に
よ
っ

て
決
定
し
ま
す
。

【
交
付
時
期
】
７
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
８
月
直
前
に
な
っ

て
も
届
か
な
い
場
合
や
不
明
な

点
が
あ
る
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
・
氏
名
・
一
部
負
担
割
合
な

ど
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

簡
易
書
留
で
の
郵
送
を
希
望

す
る
人
は
、
７
月
９
日
㈭
ま
で

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

８
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
人

の
保
険
証
は
、
誕
生
日
の
前

月
に
送
付
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
以
下
、減
認
証
）

も
平
成
27
年
７
月
31
日
㈮
が
有

効
期
限
で
す
。

　

現
在
所
有
し
て
い
て
次
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
保
険

証
と
一
緒
に
郵
送
し
ま
す
。
新

規
に
交
付
が
必
要
な
場
合
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
要
　
件
】

①
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

② 

平
成
27
年
度
の
住
民
税
が
非

課
税
の
世
帯

③ 

世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者

が
い
な
い

※ 

長
期
入
院
該
当
の
減
認
証
が

８
月
以
降
も
必
要
な
人
は
、

申
請
の
有
無
に
つ
い
て
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
、
全
額
免
除
期
間
は
２
分
の

１
が
国
庫
支
出
金
で
賄
わ
れ
ま

す
が
、
未
納
で
あ
っ
た
期
間
に

つ
い
て
は
支
給
額
は
０
円
で
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
状
態
で
は
障

害
年
金
の
請
求
権
も
発
生
し
ま

せ
ん
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は

免
除
申
請
が
可
能
か
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

一
部
納
付
制
度
は
、
一
部
納

付
額
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場

合
、
一
部
免
除
が
無
効
に
な
る

た
め
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金

の
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】

市
民
課
国
民
年
金
係
☎
内
線

２
１
３
３

宇
和
島
年
金
事
務
所
国
民
年
金

課
☎
22 

ー 

５
３
４
４

多
段
階
の
一
部
（
全
部
）
免
除

の
受
付
を
７
月
か
ら
開
始

　

国
民
年
金
保
険
料
（
平
成
27

年
度
月
額
１
万
５
，５
９
０
円
）

の
支
払
い
が
経
済
的
に
困
難
な

場
合
は
、「
保
険
料
の
全
額
免

除
又
は
一
部
納
付
制
度
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

全
額
免
除
・
一
部
納
付
（
一

部
免
除
）
は
、　

本
人
と
配
偶

者
と
世
帯
主
の
前
年
所
得
に
よ

り
審
査
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
は
天
災
・
失
業
・

倒
産
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き

に
限
ら
れ
ま
す
。

「
免
除
」
と
「
未
納
」
の
違
い

　

「
全
額
免
除
」
と
「
未
納
」

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
ず
、「
全
額
免
除
」
は
年
金

を
受
給
す
る
際
の
加
入
期
間
と

し
て
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、「
未
納
」
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
受
給
権
が
発
生
し
た

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
が
始
ま
り
ま
す

年金年金

くら
し
くら
し

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

※ 

詳
し
く
は
保
険
証
に
同
封
す
る
、「
制

度
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
保
険
健
康
課
後
期
高
齢
者

医
療
係
☎
内
線
２
１
８
１
・
２
１
８
７
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